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 各都道府県・指定都市教育委員会 
 高等学校・特別支援学校担当課 
 各 都 道 府 県 私 立 学 校 担 当 課 
 附属高等学校・特別支援学校を置く       御中 
 国立大学法人附属学校事務主管課 
 構造改革特別区域法第１２条第１項の 
 認定を受けた地方公共団体担当課 
 

 

文部科学省初等中等教育局 

参事官（高等学校担当） 

特別支援教育課 

 
 

「高等学校・特別支援学校専攻科に関する調査」の実施について（依頼） 
 

文部科学省では、今後の高等学校・特別支援学校専攻科における教育の改善・充実に関

する検討に資するため、標記の調査を実施することとしました。 
つきましては、別紙留意事項にご留意のうえ、様式１～３の調査票について、下記あて

に送付いただきますよう、よろしくお願いします。 

 

 
【本件担当・連絡先】 
 《高等学校》 

〔担 当〕初等中等教育局参事官（高等学校担当）付 
産業教育振興室産業教育係    

〔電 話〕03-5253-4111（内線 2904、2384） 

〔E-mail〕syosanji@mext.go.jp 
〔住 所〕〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 
 

《特別支援学校》 
〔担 当〕初等中等教育局特別支援教育課企画調査係  
〔電 話〕03-5253-4111（内線 3193） 

〔ＦＡＸ〕03-6734-3737 
〔E-mail〕tokubetu@mext.go.jp 
〔住 所〕上記に同じ 



（別紙） 
「高等学校・特別支援学校専攻科に関する調査」留意事項 

 
１ 調査する内容 

   ○高等学校・特別支援学校専攻科の設置状況等 
 
２ 作成する様式及び併せて提供いただきたい資料 

都道府県・指定都市教育委員会担当課・都道府県私立学校担当課・国立大学法人附属学校担

当課・構造改革特別区域法認定地方公共団体担当課において作成。 
①様式１＝担当課と専攻科設置の有無について回答。 
  ※専攻科を未設置の場合は、様式２・３のご回答は不要です。 

②様式２＝専攻科を設置する学校について、学校ごとに作成。 
③様式３＝専攻科を設置する学校について、専攻科ごと（コースが複数ある場合はコースご

と）に作成。 
      ＊様式３－１：専攻科を設置する高等学校について作成。 

      ＊様式３－２：専攻科を設置する特別支援学校について作成。 
  ※複数の専攻科（コース）を設置の場合は、様式３のシートをコピーして作成下さい。 

 
３ 提出の方法 

  ○  指定都市を除く市町村立高等学校・特別支援学校に設置される専攻科については、各都道

府県教育委員会高等学校担当課・特別支援学校担当課において、当該市町村教育委員会に対

して様式２・３を送付し、回収いただきますようお願いします。 

○ 以下の別に従い電子メールにて、各担当あてに送付ください。 
    ＊高等学校専攻科の担当：参事官（高等学校担当）付産業教育振興室産業教育係 
                       （メールアドレス）syosanji@mext.go.jp 
    ＊特別支援学校高等部専攻科の担当：特別支援教育課企画調査係 

（メールアドレス）tokubetu@mext.go.jp 
  ○  電子メールの件名は、以下のとおりとしてください。 

「（都道府県市番号、機関名（都道府県市名等））専攻科調査回答）」 

例：（01北海道）専攻科調査回答 

 
４ 提出の期限 

  平成３１年３月１３日（水）  

 
５ 留意事項 

（１） 担当課が複数にまたがる場合や異なる場合、恐れ入りますが、転送いただきますようお願

いいたします。 
（２） 回答に当たっては、各様式や設問の記載事項に留意いただくほか、調査票右側欄外に、簡

易なエラーチェックを設けていますのでご確認ください。 
    なお、都道府県・指定都市番号については、別添「都道府県・指定都市番号一覧」に従い、

ご記入ください。 
（３） 集計処理のため、各調査票の回答欄をファイル内の印刷範囲外の場所と関連付けています。

調査票の作成に当たっては、Excel のシートの行・列数は変更しないようにお願いします。 
なお、記載欄が狭い場合などは、行の高さを変更するなどの対応をお願いします。 

（４） 様式３－１，３－２調査項目「入学金の額」「年間授業料金額」「施設整備費の額」「実験実

習費の額」「教科書費の額」の回答に当たって不明な点がある場合は、こちらにお問合せく

ださい。   
担当：初等中等教育局修学支援ＰＴ  ０３－６７３４－３５７８ 

（メールアドレス）shuugaku@mexr.go.jp 
（５） 「学校における働き方改革」を踏まえ、調査回答にあたっては、教師や教頭・副校長等の

負担軽減に配慮いただくようお願いいたします。 



（別添） 
都道府県・指定都市番号一覧 

 

 

北 海 道 01   福 井 県 18   山 口 県 35   川 崎 市 52 

青 森 県 02   山 梨 県 19   徳 島 県 36   横 浜 市 53 

岩 手 県 03   長 野 県 20   香 川 県 37   名古屋市 54 

宮 城 県 04   岐 阜 県 21   愛 媛 県 38   京 都 市 55 

秋 田 県 05   静 岡 県 22   高 知 県 39   大 阪 市 56 

山 形 県 06   愛 知 県 23   福 岡 県 40   神 戸 市 57 

福 島 県 07   三 重 県 24   佐 賀 県 41   広 島 市 58 

茨 城 県 08   滋 賀 県 25   長 崎 県 42   北九州市 59 

栃 木 県 09   京 都 府 26   熊 本 県 43   福 岡 市 60 

群 馬 県 10   大 阪 府 27   大 分 県 44   静 岡 市 61 

埼 玉 県 11   兵 庫 県 28   宮 崎 県 45   堺 市 62 

千 葉 県 12   奈 良 県 29   鹿児島県 46   新 潟 市 63 

東 京 都 13   和歌山県 30   沖 縄 県 47   浜 松 市 64 

神奈川県 14   鳥 取 県 31   札 幌 市 48   岡 山 市 65 

新 潟 県 15   島 根 県 32   仙 台 市 49   相模原市 66 

富 山 県 16   岡 山 県 33   さいたま市 50   熊 本 市 67   

石 川 県 17   広 島 県 34   千 葉 市 51 


